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茅ヶ崎市における人事行政運営等の状況について 

 

 本市では、平成１６年３月に定めた茅ヶ崎市職員の人材育成基本方針に基づき、市民サ

ービスの向上を目指し、職員の育成を図っています。こうした職員の給与や勤務時間の状

況等について、市民のみなさまに広く知っていただくことを目的として、茅ヶ崎市人事行

政の運営等の状況の公表に関する条例に基づき公表します。 

 

１ 職員の任免及び職員数に関する状況 
 

(1) 職員の総数 
       一般職の職員の条例上の定数と現在の職員数（定数の範囲内で職員を置いています。） 

（各年４月１日現在、単位：人） 

区 分 平成２３年 平成２２年 増 減 

職 員 定 数 １９５１ １,９３６ ＋１５ 

職 員 数 

総  数 
１８９４ 

   （１１７）

１８６５ 

   （１０１）

＋２９ 

（＋１６） 

うち女性 

職 員 数 

   ７４９ 

   （３４） 

   ７２１ 

   （３１） 

＋２８ 

（＋３） 

（注）１ 一般職の職員には、一般行政職、技能労務職、医療職等があります。 

２ （ ）内は、再任用短時間勤務職員の職員数で、外数としており、職員定数

には含みません。 

３ 職員数は、一般職である教育長を除いた数を記載しています。 

 

(2) 部門別職員数の状況と主な増減理由 
         (各年４月１日現在、単位：人) 

区 分 
職 員 数 対 前 年

増 減 数
主 な 増 減 理 由 

平成２３年 平成２２年

 

 

 

一般 

行政 

部門 

 

 

議会    １２    １２    ０  

総務 

２５１ 

（２６） 

２４１ 

（２５）

 

 

 

 ＋１０

（＋１）

・例規整備のため増員 

・情報システムの最適化のため増員 

・防災業務強化のため増員 

・施設再編整備業務のため増員 

・ＰＦＩ事業のため増員等 

税務 
   ６８ 

（２） 

   ６７ 

（３）

  ＋１

 （△１）

・育児休業による任期付職員の採用の

ため増員 
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一般 

行政 

部門 

民生 

１８９ 

（７） 

１８５ 

（９）

＋４ 

  （△２）

・生活保護世帯増加対応のため増員 

・福祉計画等のため増員 

・障害者支援事業業務のため増員 

・育児休業者復帰に伴う任期付職員退

職による減員 

衛生 
１９３ 

（１９） 

１９３ 

（１５）

   ０ 

(＋４)

 

労働 
    ４ 

  （ ０） 

    ５ 

（ ０）

  △１

( ０)

・課内調整による減員のため 

農水 
１６ 

（ ０） 

１７ 

（ ０）

 △１

（ ０）

・課内調整による減員のため 

商工 
   １２ 

( ０)  

   １２ 

( ０) 

０ 

( ０)

 

土木 
１５２  

（ １１） 

１５１ 

（１０）

＋１ 

（＋１）

・浜見平地区重点整備のための増員 

 

小計 
８９７ 

（６５） 

８８３ 

（６２）

 ＋１４

（＋１）

 

特別 

行政 

部門 

教育 

一般 

２１６ 

（４２） 

２１１ 

（３５）

＋５ 

（△４）

・教育施設再整備推進のための増員 

・新設小学校開校のための増員 

・技能労務職の定年退職不補充に

よる減員等 

消防 
２３５ 

( ３) 

２３７ 

( ２) 

△２ 

（＋１)

 

小計 
４５１ 

（４５） 

４４８ 

（３７）

＋３

(△３)

 

公営企

業等会 

計部門

  

病院 
   ４４３ 

（ ２） 

  ４３３ 

（ ２）

＋１０

( ０)

・ＩＣＵ開設のため増員  

下水道 
   ３８ 

( ４)  

   ３６ 

( ０) 

 ＋２

(＋４)

・地方公営企業法適用移行業務のため

増員 

その他 
   ６６ 

（ １） 

   ６６ 

（ ０）

  ０

（＋１）

 

小計 
  ５４７ 

（ ７） 

  ５３５ 

（ ２）

＋１２

(＋５)

 

合計 
１，８９５ 

（１１７） 

１，８６６

（１０１）

＋２９

（＋１６）

 

病院・消防を除い

た職員数計 

１，２１７ １，１９６

 

＋２１  

（注）１ 職員数は、平成２３年地方公共団体定員管理調査に基づくもので、一般職で

ある教育長を含めた数を記載しています。 
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２ （ ）内は、再任用短時間勤務職員の職員数で、外数としており、職員定数

には含みません。 

 

(3) 年齢別職員数の状況 
ア 年齢別職員数の状況 

   

（平成２３年４月１日現在）

2

379

582

414

513

4
0

100
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400
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600

700

10歳代 20歳代 30歳代 40歳代 50歳代 60歳代

年齢

人

 

 （注） 教育長を除く。 

 

イ 全職員の平均年齢            （各年度４月１日現在） 

区 分 平成２３年度 平成２２年度 

平均年齢 ４０歳９月 ４０歳１０月 

 

(4) 県内各市職員数状況（人口１,０００人あたりの職員数が少ない上位５市） 
（平成２３年４月１日現在、単位：人） 

順位 団 体 名 人  口 職 員 数 
人口１,０００人 

あたりの職員数 

１ 海老名市 １２６，４２３   ６２９ ４．９８ 

２ 座間市 １２７，９２０ ６３８ ４．９９ 

３ 大和市 ２２３，９１８ １，１２０ ５．００ 

４ 茅ヶ崎市 ２３６，５３７ １，２１６ ５．１４ 

５ 秦野市 １６２，１７７ ８４７ ５．２２ 

県内１６市平均 ５．８７ 

（注） １ 職員数は、消防、公営企業等会計従事者及び教育長を除いた数で比較しています。 

２ 「平成２３年地方公共団体定員管理調査」より算出しています。 

３ 人口１,０００人あたりの職員数が最も多い市は、南足柄市（７．３５人）です。 

４ 横浜市、川崎市及び相模原市を除いて比較しています。 
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(5) 採用者の状況 
ア 職種別・採用方法別職員数                    （単位：人） 

区 分 
平成２２年度 平成２１年度 

試験採用 選考採用 計 試験採用 選考採用 計 

一般行政職 
６８ 

（４３） 

２２ 

 （５）

９０ 

（４８）

８１ 

（４３）

２５ 

 （６） 

１０６ 

（４９）

技能労務職 
９ 

（６） 

２０ 

（１１）

２９ 

（１７）

 ８ 

 （４）

１７ 

 （６） 

２５ 

（１０）

医 療 職 
３３ 

（２９） 

１５ 

 （７）

４８ 

（３６）

３８ 

（３６）

１２ 

 （２） 

５０ 

（３８）

消 防 職 
１１ 

（１） 

２ 

（０） 

 １３ 

 （１）

 ４ 

 （１）
－ 

 ４ 

 （１）

計 
１２１ 

（７９） 

５９ 

（２３）

１８０ 

（１０２）

１３１ 

（８４）

５４ 

（１４） 

１８５ 

（９８）

（注）１ 各職種の（ ）内は、女性の採用者数であり、内数です。 

２ 選考採用には、再任用短時間勤務職員を含みます。 

 

イ 採用試験の実施状況                （平成２２年度、単位：人） 

区 分 受 験 者 
１次試験 

合 格 者 

２次試験 

合 格 者 
最終合格者 倍 率 

一般行政職 １，３９０  ３８７ １５０ ６４ ２１．７倍 

技能労務職 ２１１  ５４  １８  １２ １７．６倍 

医 療 職      

 医療技師 ５３  ２５   ４ ５ １０．６倍 

 看護師・助産師 ４５  ４１  ４１ １．１倍 

消 防 職 ６１  １８  １０ ５ １２．２倍

計 １，７６０ ５２５ １８２ １２７  

（注） 採用試験を複数回実施したものは、合計の数で倍率を計算しています。 

（注） 医療技師は職種によっては、１次試験で合格者を選出しています。 

 

(6) 退職者の状況 
退職には、以下の事由の退職があります。   

定年退職：定年（原則６０歳。ただし、医師・歯科医師は６５歳）により退職する

場合  

自己都合退職：本人の都合により退職する場合 

その他：死亡による退職、任期の満了による退職又は他の行政機関等への転出 
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【事由別退職者の数】                               （平成２２年度、単位：人） 

区 分 定  年 自己都合 そ の 他 計 

一般行政職 １３（２８） １０（１０） １９（１６） ４２（ ５４）

 うち管理職  ７（１７）  ０（ ３）  ３（ １） １０（ ２１）

技能労務職 １４（２２）  １（ １）  ０（ ２） １５（ ２５）

 うち管理職     

医療職  ７（ ６） ３３（３８）  ２（ ４） ４２（ ４８）

 うち管理職  ３（ ４） １１（１１）  ０（ ２） １４（ １７）

消防職  ６（ ４）  １（ １）  １（ ２） ８（  ７）

 うち管理職  ５（ ２）  ０（ ０）  ０（ ０） ５（  ２）

計 ４０（６０） ４５（５０） ２２（２４） １０７（１３４）

 うち管理職 １５（２３） １１（１４）  ３（ ３） ２９（ ４０）

（注） （   ）内は、平成２１年度の状況です。 

 
(7)  再任用の状況 
再任用とは、高齢者雇用のため定年退職者を任用する制度です。 

なお、再任用職員には、定年前の職員と同様に勤務する常時勤務職員と、それより

も短時間勤務する短時間勤務職員があります。 

（各年度４月１日現在、単位：人） 

区 分 
平成２２年度 平成２１年度 

常時勤務職員 短時間勤務職員 常時勤務職員 短時間勤務職員

一般行政職  ０  ５２  ０ ３８ 

技能労務職  ０  ４８  ０ ３９ 

医 療 職  ０  １  ０  １ 

計  ０  １０１  ０ ７８ 

 

(8) 身体障害者及び知的障害者の任用状況 
（各年度６月１日現在） 

区 分 雇用率 

平成２２年度 １．７２％ 

平成２１年度 ２．１４％ 

（注）１ 法定雇用率は、２.１％です。 
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２ 職員の給与の状況 
 

(1) 人件費の状況 
人件費とは、職員に支給される給与のほか、特別職に支給される給料・報酬等、職

員が加入している地方共済組合に事業主として支払う負担金等を合計したものです。 

（普通会計決算） 

区 分 
住民基本台帳

人口(年度末) 

歳 出 額 

Ａ
実質収支

人 件 費 

Ｂ 

人件費率

Ｂ/Ａ

平成２２年度 
人 

236,537 

千円

62,160,349 

千円

2,944,939

千円 

12,885,296 

％

20.7 

平成２１年度 
人 

235,643 

千円

61,608,750 

千円

2,076,509

千円 

13,398,769 

％

21.7 

 

(2) 職員給与費の状況 
職員給与費とは、職員に支給する給与の総額をいいます。 

（一般会計予算、単位：千円） 

区 分 
職員数

(人)Ａ 

給  与  費 一人あたり

給与費 B/A給 料 職員手当 期末・勤勉手当 計 Ｂ 

平成２３年度 
1,347 

（110） 
5,503,834 1,842,711 2,115,192 9,461,737 6,494 

平成２２年度 
1,328 

（101） 
5,462,814 1,846,632 2,246,808 9,556,254 6,687 

（注）１ 職員手当には、退職手当を含みません。 

２ 給与費は、当初予算に計上された額です。地方共済組合への負担金及び特別職に支給される給
与、報酬等は含みません。 
３ 職員数は、一般会計に属する職員です。 
４ （ ）内は、再任用短時間勤務職員であり、外数です。 

 

(3) 職員の平均給料月額、平均給与月額及び平均年齢の状況 
   （各年度４月１日現在） 

区 分 

行政職給料表(1)適用職員 行政職給料表(2)適用職員 

平均給料

月額(円) 

平均給与

月額(円)
平均年齢

平均給料

月額(円)

平均給与

月額(円) 
平均年齢

平成２３年度 319,920 456,202 40 歳 2 月 341,966 441,881 47 歳 9 月

平成２２年度 322,741 441,700 40 歳 4 月 345,337 424,007 47 歳 8 月

（注） 給与とは、給料と職員手当（退職手当を除く）の合計額です。  
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(4) 職員の初任給の状況                      
（平成２３年４月１日現在、単位：円） 

区  分 

茅ヶ崎市 国(Ⅰ種) 

決定初任給 
採用２年 

経過日給料額
決定初任給 

採用２年 

経過日給料額

一般行政職 

大学卒 
180,600 

（180,600）

196,400 

（196,400）

181,200 

（181,200） 

200,000 

（200,000）

高校卒 
149,800 

（149,800）

161,600 

（161,600）

140,100 

（140,100） 

149,800 

（149,800）

技能労務職 
25歳採用

の労務職 

183,000 

（183,000）

193,400 

（193,400）
  

（注） （ ）内は、平成２２年４月１日現在の状況です。 

 

(5) 職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況 
（平成２３年４月１日現在、単位：円）   

区  分 経験年数１０年 経験年数１５年 経験年数２０年 

一般行政職 

大学卒 
263,900 

（263,900） 

316,300 

（316,300） 

355,200 

（355,400） 

高校卒 
232,100 

（232,100） 

269,600 

（269,600） 

322,500 

（322,500） 

技能労務職 
25歳採用

の労務職 

265,700 

（266,200） 

302,500 

（302,500） 

356,800 

（357,000） 

（注） （ ）内は、平成２２年４月１日現在の状況です。 

 

(6) 給料表の種類、級数、額等の概要 
職員の給料については、職務の内容に応じて区分される「給料表」と、職務の複雑

さ、困難さ及び責任の度合いにより区分される「級」と、給料表と級に応じて定めら

れている「号給」ごとにその額が決められています。  

（平成２３年４月１日現在、単位：百円） 

種 類  １級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級 ７級 ８級

一般行政職 
最高額 2,437 2,968 3,530 4,044 4,125 4,374 4,731 5,190

最低額 1,356 1,792 2,080 2,619 2,892 3,206 3,662 4,413

技能労務職 
最高額 2,589 2,996 3,530 4,020 4,101    

最低額 1,292 1,469 1,813 2,619 2,892    
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(7) 一般行政職の級別職員数の状況 
平成２３年４月１日現在の状況 

区 分 １級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級 ７級 ８級 計 

標準的な 

職務内容 
主事 主事 

副主査

主任

担当主査

主査 

課長補佐

副主幹 

課長 

主幹 

部長 

参事 
理事  

職員数 

(人) 

 62 

 

 105 

 

243 

(44)

 143 

 

 109 

(4) 

  114 

 

 25 

 

  3 

 

804

(48)

構成比 

(%) 
7.7 13.1 30.3 17.8 13.4 14.2 3.1 0.4 100 

１年前の

構成比

（％） 

8.0 15.2 26.0 22.7 10.8 14.0 2.6 0.6 100 

（注）１ 標準的な職務内容とは、それぞれの級に該当する代表的な職名です。 

２ （ ）内は、再任用短時間勤務職員であり、外数です。構成比には含めてい

ません。 

３ 構成比は、小数点以下第２位を四捨五入して小数点以下第１位まで表示して

いるため、合計が１００％にならないことがあります。  

 

(8) 昇給の実施状況 
  昇給には以下のものがあります。 

  ア 査定昇給 

  管理職（医療職以外）については、１月１日から１２月３１日までの１年間の人事

評価に基づく勤務成績により、翌年４月１日にＡ～Ｅの５段階の昇給区分で昇給して

います。管理職以外の職員については、現在、人事評価制度を試行中で、その本格実

施に向けて制度を整備し、運用していく予定です。 

区分 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ 

昇給号級（号） ８以上 ６ ３ ２ ０ 

（注） (9)の高齢層職員は除きます。  

 

イ その他の昇給 

  それ以外に昇給できる場合としては、次の場合があります。 

・研修に参加し、その成績が特に良好な場合 

・業務成績の向上、能率増進、発明考案等により職務上特に功績があったことにより

表彰を受けた場合 

・職制若しくは定員の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより退

職する場合 

・勤務成績が良好である職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、

又は著しい障害の状態となった場合 
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(9) 高齢層職員の昇給抑制制度の概要 
高齢層職員の昇給抑制制度とは、民間企業等との均衡を図るため、一定年齢以上の職

員について、昇給を抑制する制度です。 

なお、昇給抑制とは、昇給時の昇給号給数を半分にすることです。 

区 分 

昇給抑制年齢 昇給抑制年齢 該当職員数（茅ヶ崎市） 

茅ヶ崎市 国 平成２２年度 平成２１年度

一般行政職 ５６歳以上 ５５歳以上  ８８人 ７８人 

技能労務職 ５６歳以上 ５７歳以上   ５４人   ６０人 

 

(10) 職員手当の状況 
職員は、次の手当が支給されます。 

期末手当・勤勉手当：民間企業のボーナス等に相当する手当 

退職手当：退職したときに支給される一時金 

地域手当：地域における民間の賃金水準を基礎とし、物価等を考慮して職員に支給

される手当 

特殊勤務手当：危険、困難、不健康な業務等に従事したときに支給される手当 

時間外勤務手当：正規の勤務時間を超えて勤務したときに支給される手当 

その他の手当：扶養手当、住居手当、通勤手当、管理職手当等 

 

ア 期末手当・勤勉手当の状況              （平成２２年度支給割合） 

区 分 
茅ヶ崎市の支給割合 国の支給割合 

期末手当 勤勉手当 計 期末手当 勤勉手当 計 

 ６月期 
1.25 月分 

(0.65 月分) 

0.70 月分 

(0.35 月分)

1.95 月分 

(1.00 月分)

1.25 月分 

(0.65 月分)

0.70 月分 

(0.35 月分) 

1.95 月分 

(1.00 月分)

１２月期 
1.35 月分 

(0.80 月分) 

0.65 月分 

(0.30 月分)

2.00 月分 

(1.10 月分)

1.35 月分 

(0.80 月分)

0.65 月分 

(0.30 月分) 

2.00 月分 

(1.10 月分)

計 
2.60 月分 

(1.45 月分) 

1.35 月分 

(0.65 月分)

3.95 月分 

(2.10 月分)

2.60 月分 

(1.45 月分)

1.35 月分 

(0.65 月分) 

3.95 月分 

(2.10 月分)

加 算措置

の状況 

職制上の段階、職務の級等による加算措置あり 

役職加算（5～20％） 

職制上の段階、職務の級等による加算措置あり 

役職加算（5～20％）、管理職加算（10～25％） 

（注） （ ）内は、再任用職員に係る支給割合です。 
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イ 退職手当の状況                   （平成２２年度支給割合） 

区 分 
茅ヶ崎市の支給率 国の支給率 

自己都合 勧奨・定年 自己都合 勧奨・定年 

勤続２０年 23.50 月分 30.55 月分 23.50 月分 30.55 月分 

勤続２５年 33.50 月分 41.34 月分 33.50 月分 41.34 月分 

勤続３５年 47.50 月分 59.28 月分 47.50 月分 59.28 月分 

最高限度額 47.50 月分 59.28 月分 59.28 月分 59.28 月分 

その他の加算措置 
早期退職特例措置あり 

（２～２０％加算） 

早期退職特例措置あり 

（２～２０％加算） 

退職時特別昇給 平成１７年１月１日廃止 平成１６年５月１日廃止 

１人あたり平均支給額 2,712 千円 24,441 千円  

（注） 退職手当の１人あたり平均支給額は、平成２２年度に退職した全会計に係る職

員に支給された平均額です。 

 

ウ 地域手当の状況                 （平成２２年度一般会計決算） 

支給対象地域 支 給 率 支給対象職員数
国の制度 

（支給率） 

茅ヶ崎市全域 １０％ 
１,３３０人 

     （９７人）
１０．０％ 

支給対象職員１人あたり平均支給年額 ４０４，２３０円 

（注） （ ）内は、再任用短時間勤務職員であり、外数です。 

 

エ 特殊勤務手当の状況  

                  （平成２２年度決算） 

区     分 全  職  種 

職員全体に占める手当支給職員の割合 ２７．８％ 

支給職員１人あたり平均支給年額 ２８，１６５円 

手当の種類（手当数）   １４種類（※） 

代表的な手当の名称 

高所作業手当、救急作業手当、夜間医療

等業務手当、病院救急業務手当、医師研

究手当、福祉業務手当 

※平成１９年１０月から、一部の手当が廃止されています。 
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オ 時間外勤務手当の状況                  （各年度一般会計決算） 

平成２２年度
支給総額 ７１８，４９０千円 

職員１人あたり支給年額 ５６４千円 

平成２１年度
支給総額 ６８６，５５０千円 

職員１人あたり支給年額 ５８０千円 

 

カ その他の手当の状況                （平成２３年４月１日現在） 

区 分 内  容 茅 ヶ 崎 市 国 
茅ヶ崎市の 

支 給 実 績 

茅ヶ崎市の支給

職員１人あたり

平均支給年額

扶 養 手 当 

配偶者 14,000 円 13,000 円

196,571 千円 283 千円

配偶者以外の扶養親族

(親族のうち２人目ま

で) 

7,800 円 6,500 円

配偶者のない職員の扶

養親族のうち１人目 
11,200 円 11,000 円

その他の扶養親族 6,500 円 6,500 円

住 居 手 当 30,700 円を限度 27,000 円を限度 221,875 千円 249 千円

通 勤 手 当 

交通機関利用者 実 費 55,000 円を限度

74,647 千円 65 千円交通用具使用者(片道

2km 以上) 

2,000 円 

～24,500 円

2,000 円 

～24,500 円

管理職手当 
管理職の職務に応じて

支給(定額) 

68,000 円 

～105,000 円

46,300 円 

～139,300 円
147,205 千円 955 千円

（注）茅ヶ崎市の支給実績及び支給職員１人あたり平均支給年額は、平成２２年度一般会計決算です。 

  

(11)  特別職の報酬等の状況 
                            （平成２３年４月１日現在） 

区   分 給 料 月 額 等 

給 

料

市長 ９３０,０００円 

副市長 ７６３,０００円 

報 
 

酬 

議長 ５６０,０００円 

副議長 ４８４,０００円 

常任委員長及び運営委員長 ４５９,０００円 

議員 ４５３,０００円 

期
末
手
当 

 

市長 

（平成２２年度支給割合）     

  ６月期 １.８０月分 

 １２月期 １.８５月分 

計 ３.６５月分 
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副市長 

（平成２２年度支給割合）     

６月期 １.８５月分       

１２月期 １.９０月分       

計 ３.７５月分       

議長 

副議長 

常任委員長及び運営委員長 

議員 

（平成２２年度支給割合）     

６月期 ２.１０月分       

１２月期 ２.３０月分       

計 ４.４０月分       

（注）１ 常勤の特別職には給料を、非常勤の特別職には報酬を支給することとされていま

す。 

２ 市長、副市長の期末手当は、上記の支給割合から減額して支給されています。平成

２０年１０月からの減額率は、市長１０％、副市長５％（平成２１年６月のみ、市長

１５％、副市長１０％）です。 

３ 上記２の減額措置は、市長の任期満了（平成２３年４月２７日）まで継続しま

す。 

 

(12)  ラスパイレス指数の状況 
ラスパイレス指数とは、国家公務員の俸給を１００として見た場合に、地方公共団

体の職員の給与水準を示す指数です。 

茅ヶ崎市職員のラスパイレス指数の推移は、次のとおりです。 

100.0

100.5

101.0

101.5

102.0

102.5

103.0

茅ヶ崎市 101.0 101.2 100.9 101.7 102.5 

平成18年 平成19年 平成20年 平成21年 平成22年

 

     

ラスパイレス指数の算出方法：茅ヶ崎市職員と国家公務員について、それぞれを学

歴別・経験年数別に区分し、茅ヶ崎市職員の構成が国家公務員と同一であると仮定の

うえ、区分ごとに茅ヶ崎市職員と国家公務員の給料を比較して算出します。 

 

(13)  給与改定の概要 
   市の職員の給与は、地方公務員法に基づき、国家公務員や他の地方公共団体の職
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員の給与、民間企業従業員の給与及び生計費等を総合的に考慮したうえで市の条例

で定めることとされています。 

平成２２年度は、次の改定を行いました。  

 

区 分  内 容  

月例給 若年層及び医療職給料法(1)適用職員（医師）を除き、給料

月額の引き下げ（平均改定率△０．１％）を実施 

期末・勤勉手当 年間４．１５月の支給割合を３．９５月（△０．２月）に

引き下げ 

 

(14)  給与の見直しの状況 
【一般職】 

平成２３年４月１日現在、特にありません。 

 

【特別職】 

平成２３年４月１日現在、特にありません。 

 

(15)  給与抑制措置の状況 
【特別職】 

財政難のため、平成２０年１０月から期末手当を削減しています。平成２０年１２

月からの減額率は、市長１０％、副市長５％です。これらの減額措置は、市長の任期

満了（平成２３年４月２７日）まで継続します。 

 

【一般職】 

教育長については、財政難のため、平成２０年１０月から期末手当を削減していま

す。平成２０年１２月からの減額率は、教育長３％です。これらの減額措置は、市長

の任期満了（平成２３年４月２７日）まで継続します。 

その他の一般職については、平成２２年４月１日現在、特にありません。 

 

(16)  旅費の概要 
公務出張及び赴任に要する費用を旅費として支給しています。 

その支給内容の概要は、次のとおりです。 

区  分 内         容 

鉄道賃・船賃・

航空賃・車賃

実費を支給します。なお、片道１００km 以上の旅行は急行料金、片

道１２０km 以上の旅行は座席指定料金を支給しています。 
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日  当 

２,０００円を支給します。ただし、平塚市、藤沢市又は寒川町へ

の出張には支給せず、平塚市、藤沢市及び寒川町を除く神奈川県内

への出張には、１,０００円を支給します。 

宿 泊 料 

宿泊を要する場合は、１泊につき１４,０００円の範囲内で実費を

支給しています。（宿泊料に食事代を含まない場合は、朝食代とし

て１,０００円、夕食代として２,０００円を支給しています。） 

支 度 料 外国への出張には、支度に要する費用を支給しています。 

 

 

３ 職員の勤務時間その他勤務条件の状況 
 

(1) 職員の勤務時間、休憩時間の概要（平成２３年４月１日現在） 
   職員の勤務時間は、原則として８時３０分から１７時１５分までのうち１日７時間

４５分と定められています。休憩時間は１時間です。１日の勤務時間のうちに１５分

の休息時間を設けていましたが、平成１９年３月３１日をもって廃止しました。 

8:30                 12:00            13:00                      17:15 

 

 

 

 

(2) 職員の年次休暇の概要と取得状況 
   労働基準法及び茅ヶ崎市職員の勤務時間及び休暇等に関する条例の規定により、原

則として１年に２０日の有給休暇が与えられます。 

 

    （各年１月１日から１２月３１日） 

平 均 取 得 日 数 

平成２２年 平成２１年 

８．３日 ８．３日 

 

(3) 特別休暇の概要と取得状況  
   年次休暇以外にも、特別な事由に該当する場合は、特別な休暇が認められます。 

種    類 付 与 日 数 
取 得 者 数 

平成２２年度 平成２１年度

感染症の予防及び感染症の患者に対す

る医療に関する法律の規定による入院

又は交通の制限若しくは遮断 

その都度必要と認める日数又

は時間 － －

風水震火災その他非常災害による交通 同上 － ３４

休憩時間 
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しゃ断 

風水震火災その他の天災地変による職

員の現住居の滅失又は破壊 

同上 
－ －

交通機関の事故等の不可抗力の事故 同上 － －

証人、鑑定人又は参考人として国会、

裁判所その他の官公庁への出頭 

同上 
１ ２

選挙権その他公民としての権利の行使 同上 － －

生理日の勤務が著しく困難な女子職員

又は生理に有害な業務に従事する女子

職員 

２日を超えない範囲内でその

都度必要と認める日数 １５ ４

職員の結婚 ８日を超えない範囲内で必要

と認める日数 
４０ ２１

妊娠中の女子職員が母子保健法第１０

条に規定する保健指導又は同法第１３

条に規定する健康診査を受ける場合 

妊娠６月までに４週間に１

回、妊娠７月からは２週間に

１回その都度必要と認める時

間。この場合において、１月

を２８日として計算する。 

２０ ９

妊娠中の女子職員の通勤緩和 任命権者が必要と認める場合

において、正規の勤務時間の

始め又は終わりにおいて、１

日につき１時間を超えない範

囲内でそれぞれ必要と認める

時間 

１ １

職員の分べん 分べん予定日以前８週間目

(多胎妊娠の場合にあっては、

１４週間目)に当たる日から

分べんの日後８週間目に当た

る日までの期間内において必

要と認める日数 

４８ ３５

職員の配偶者の分べん 分べんの日から２週間以内に

おいて３日を超えない範囲内

で必要と認める日数 

４９ ３８

職員の妻が出産する場合であっ

てその出産予定日の 8 週間 (多

胎妊娠の場合にあっては、14 週

間 )前の日から当該出産の日後

8 週間を経過する日までの期間

にある場合において、当該出産

に係る子又は小学校就学の始期

当該期間内における 5 日

の範囲内の期間 

 

９ －
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に 達するまでの子 (妻の子を含

む。)を養育する職員が、これら

の子の養育のため勤務しないこ

とが相当であると認められると

き。 

職員が生後満１年に達しない子を育て

る場合（男子職員にあっては、その子

の当該職員以外の親が当該職員がこの

項の休暇を使用しようとする日におけ

るこの項の休暇を承認され、又は労働

基準法第６７条の規定により同日にお

ける育児時間を請求した場合） 

１日２回それぞれ３０分若し

くは１日１回６０分又はこれ

らの期間から当該承認又は請

求に係る各回ごとの期間を差

し引いた期間を超えない期間

５ ８

小学校就学の始期に達するまでの子を

養育する職員がその子の看護（負傷し、

又は疾病にかかったその子の世話を行

うことをいう。）のため勤務しないこ

とが相当であると認められる場合 

１年につき５日を超えない範

囲内において必要と認められ

る期間 ９２ ５０

要介護者の介護その他の規則で

定める世話を行う職員が、当該

世話を行うため勤務しないこと

が相当であると認められる場合

1 年につき 5 日 (要介護

者が 2 人以上の場合にあ

っては、 10 日 )を超えな

い範囲内において必要

と認められる期間 

 

６ －

配偶者及び１親等の親族の祭日 １日 ２０ １８

職員の親族の死亡 必要と認める期間 ２４９ ２２９

職員が骨髄移植のための骨髄液の提供

希望者としてその登録を実施する者に

対して登録の申出を行い、又は骨髄移

植のため配偶者、父母、子及び兄弟姉

妹以外の者に骨髄液を提供する場合

で、当該申出又は提供に伴い必要な検

査、入院等のため勤務しないことがや

むを得ないと認められるとき。 

必要と認められる期間 

－ －

職員が夏季（一の年の７月から９月ま

での期間をいう。）における盆等の諸

行事、心身の健康の維持及び増進又は

家庭生活の充実のための場合 

７日を超えない範囲内におい

て必要と認める日数 
１，８７１ １，８７９

職員が当該年度の前年度において勤務

年数が通算して１０年、１５年、２０

１０年に達した場合 当該年度中に２日 １１ １３

１５年に達した場合 当該年度中に２日 １９ ３７
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年、２５年又は３０年に達した場合 

※１５年、２５年については２０年度

より追加。 

２０年に達した場合 当該年度中に３日 ３３ ３６

２５年に達した場合 当該年度中に３日 ３０ ２３

３０年に達した場合 当該年度中に５日 ４２ ５３

職員が自発的に、かつ、報酬を得ない

で規則で定める社会に貢献する活動

（専ら親族に対する支援となる活動を

除く。）を行う場合で、その勤務しな

いことが相当であると認められると

き。 

１年につき５日を超えない範

囲内において必要と認める期

間 
１ １

 

(4) 介護休暇の概要と取得状況 
   職員が要介護状態にある家族を介護するための休暇制度があり、連続する６月の期

間内において取得することができます。介護休暇は、１日単位又は時間単位で取得す

ることができます。 

 

取 得 者 数 

平成２２年度 平成２１年度 

０人 １人 

 

(5) 療養休暇の概要と取得状況 
   職員が負傷又は疾病のために勤務できない場合は、医師の診断書等に基づき、療養

のために必要最少限度の期間、勤務することが免除されます。 

 

取 得 者 数 

平成２２年度 平成２１年度 

１７０人 １５３人 

 



 

18 

 

(6) 職員の育児休業の概要と取得状況  
   職員が育児をするための休業制度として育児休業と部分休業があります。育児休業

は１日単位で、子が３歳に達するまでの期間、取得することができます。部分休業は

時間単位で、子が小学校に就学するまでの期間内において取得することができます。 

 

区 分 
取 得 者 数 

平成２２年度 平成２１年度 

育児休業 ６０人（２） ６８人（１） 

部分休業 ４０人（１） ３３人（１） 

（注）（ ）内は、男性の取得者数であり、内数です。 

 

(7) 安全衛生管理体制の整備状況  
   事業場の規模及び業種によって、安全衛生管理者等を選任し、設置する必要があり

ます。                                                   （各年４月１日現在） 

組 織 等 説     明 

平成２３年度 平成２２年度 

設置すべ

き事業場

数 

うち設置

事業場数

設置すべ

き事業場

数 

うち設置

事業場数

総括安全衛

生管理者 

安全衛生管理者及び衛生管理者の指揮

及び労働者の危険又は健康障害を防止す

るための措置等の事業場の安全衛生に関

する業務の統括管理を行う者 

１ １ １ １ 

安全管理者 総括安全衛生管理者の指揮のもとに、職

場の設備や作業方法等に危険がある場合

における応急措置等、安全に係る技術的事

項を管理する者 

２ ２ ２ ２ 

衛生管理者 総括安全衛生管理者の指揮のもとに、健

康に異常のある者の発見及び措置並びに

作業環境の衛生上の調査等衛生に係る技

術的事項を管理する者 

７ ７ ６ ６ 

      

産業医 健康診断を実施する等、労働者の健康管

理等に当たるとともに、事業者又は総括安

全衛生管理者を指導助言する等、専門家と

して活動する医師 

７ ７ ６ ６ 

衛生委員会 労働者の健康障害を防止するための基 ７ ７ ６ ６ 
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本対策等で衛生に関する重要事項につい

て調査審議するため設置される委員会 

安全委員会 労働者の危険を防止するための基本対

策等で安全に関する重要事項について調

査審議するため設置される委員会 

１ １ １ １ 

 

 

４ 職員の分限処分及び懲戒処分の状況 
   職員は、身分を保障されていますが、一定の事由があれば、分限処分や懲戒処分によ

り職を失ったり、降任されたり、給料を減額されたりします。 

   分限処分とは、公務の能率の維持のために行う処分であり、傷病によりやむを得ず休

職する場合も含みます。懲戒処分とは、公務員としてふさわしくない非行があった場合

に公務員関係の秩序を維持するために行う処分です。 

 
(1) 分限処分の状況                            

（単位：人） 

処 分 事 由 
平成２２年度 平成２１年度 

免職 降任 休職 免職 降任 休職

勤務実績が良くない場合 － －  － －  

心身の故障の場合 － － １０ － － ７ 

職に必要な適格性を欠く場合 － －  － －  

職制若しくは定数の改廃又は予算の減少に
より廃職又は過員を生じた場合 

－ －  － －  

刑事事件に関し起訴された場合   -   - 

計 － － １０ － － ７ 
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(2) 懲戒処分の状況 
                           （単位：人） 

処 分 事 由 
平成２２年度 平成２１年度 

免職 停職 減給 戒告 免職 停職 減給 戒告 

諸給与の不正領得 － － － － － － － － 

受験採用の際の虚偽行為 － － － － － － － － 

職務命令違反 － － － － － － － － 

信用失墜行為 － － － － － － － － 

守秘義務違反 － － － － － － － － 

職務専念義務違反 － － － － － － － － 

政治的行為違反 － － － － － － － － 

争議行為 － － － － － － － － 

営利企業等従事制限違反 － － － － － － － － 

欠勤・遅刻・早退・勤務態
度の不良等 

－ － － － － － － － 

公職選挙法違反 － － － － － － － － 

傷害・暴行の刑法違反 － － － － － － － － 

金銭・異性関係等の非行 － － － － － － － － 

収賄 － － － － － － － － 

横領 － － － － － － － － 

道路交通法違反 － － － － － － － － 

管理監督者責任 － － － － － － ２ － 

その他 － － － － － － － － 

計 － － － － － － ２ － 

 

５ 職員の服務の状況 
 

(1) 服務に関する基本原則の概要 
基 本 原 則 概    要 

職務専念義務 職員は、全体の奉仕者として、勤務時間中全力で職務遂行し

なければなりません。 

信用失墜行為の禁止 職員は、職の信用を傷つけたり、職の全体の不名誉となる行

為をしたりしてはなりません。 

営利企業等の従事制限 営利企業等に従事することは制限されており、従事する場合

には、許可を受けなければなりません。 

争議行為等の禁止 職員は、争議行為等が禁止されています。 

守秘義務 職員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはなりません。 

政治的行為の制限 職員は、政党その他の政治的団体の結成等に関与する等の政

治的行為が禁止されています。 
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(2) 営利企業等従事許可制度の概要と許可の状況 
   職員は、許可を受ければ営利企業等に従事することができます。 

（単位：件） 

許 可 し た 内 容 
許 可 件 数 

平成２２年度 平成２１年度

講師 １４ ２５ 

執筆活動  １  １ 

その他（検診医師、保護司、指導員等） １２ １２ 

計 ２７ ３８ 

 

 

６ 職員の研修及び勤務成績の評定の状況 
 

(1) 職員研修の基本方針の概要 
   次に掲げる５項目を基本方針として職員研修を実施します。 

ア 政策形成能力の向上 

  地域課題を発見し、その解決のための政策を立案する能力や、政策の具体的な実

現に必要な「政策法務」「政策財務」能力の向上を図ります。 

イ 職務遂行能力の向上 

  複雑・多様化する市民ニーズに的確かつ迅速に対応するため、業務に必要な専門

的な知識を習得し、技術の向上を図ります。 

ウ マネジメント能力の向上 

  施策を推進する上で必要な管理監督職のマネジメント能力の向上を図り、組織の

活性化を図ります。 

エ 職員の資質の向上及び市民対応能力の強化 

  接遇能力や説明能力の向上を図り、市民から信頼される職員を育成します。 

オ 職場研修（ＯＪＴ）の実施 

  各職場が直面する課題や制度改正などに迅速に対応するために、職場研修の充実

を図ります。 

 

(2) 求められる職員像 
 平成１６年３月に策定した『茅ヶ崎市職員の人材育成基本方針』では、「求められる

職員像」として次の５項目を掲げています。 

ア 「指示待ち受け型」から「仕事開拓型」の職員へ 

イ 「協働」できる職員 

ウ 「行政のプロフェッショナル」としての職員 

エ 「人間性」に富んだ職員 

オ 「チャレンジャー」であり続ける職員 
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(3) 研修方針・体系の概要と実施状況 
   研修体系は、「一般研修」、「派遣研修」、「職場研修」及び「自己啓発」の４本を大き

な柱として構成されています。 

 

ア 一般研修の実施状況 

平成２２年度は、全３０コースの研修を実施しました。詳細は、次に掲げる別

表第１及び別表第２のとおりです。 

 

別表第１ 一般研修の実施状況（階層別研修）              （単位：人） 

 研 修 名 称 対   象 目        標 修了者

階 

層 

別 
研 

修 

新採用職員 

（前期）研修 
新採用職員 

地方公務員としての自覚と意

識の確立を図るとともに、市職

員として必要な基礎的知識を

習得する。 

７１

新採用職員 

（民法）研修 
新採用職員 

法律学の中でも身近で入りや

すい民法に関する基礎的事項

を学ぶことにより、「法的なも

のの見方・考え方」を養い、市

職員としての法適用能力向上

を図る。 

５６

新採用職員 

（後期）研修 
新採用職員 

地方公務員としての自覚と意

識の確立を図るとともに、市職

員として必要な基礎的知識を

習得する。 

５５

新採用職員 

（年度末）研修 
新採用職員 

１年間を振り返るとともに、自

治体を取り巻く現状と課題に

ついて認識を新たにする。 
５６

採用２年目～４年目

職員研修 

採用２年目～４

年目職員 

「政策形成（基礎）」研修、「プ

レゼンテーション」研修、「コ

ミュニケーション（アサーショ

ン）」研修、「財務事務（予算）」

研修、「法政執務」研修、「企画

力開発」研修、「タイムマネジ

メント」研修、「行政法の基礎

と行政争訟法」研修から１科目

選択。各研修講座（後掲）に概

要を記載。 

-

採用５年目職員研修 採用５年目職員 

キャリア設計や能力開発の主

体は職員個人にあることを認

識し、変革の時代に対する意識

づくりを図る。 

３３
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採用６年目～９年目

職員研修 

平成１４年度か

ら平成１７年度

中の採用職員 

「政策法務」研修、「政策財務」

研修、「自治体職員のための企

業経営と会計」研修、コミュニ

ケーションセンスアップ」研

修、「クレーム対応」研修、「政

策形成基礎演習」研修、「統計

概論研修」から１科目選択。各

研修講座は（後掲）に概要を記

載。 

-

採用１０年目職員研

修 

 

採用１０年目職

員 

職場風土の違う職員同士が意

見交換を行うことにより幅広

い視野と広域的な行政感覚を

身につける。 

１４

担当主査職員研修 

平成２１年度中

に担当主査に昇

格した職員 

管理監督者として「目標管理」

の概要と目的を知り、その中で

も目標設定の考え方と方法を

学ぶ。また、部下育成という大

きな枠組みの中でも、とりわけ

「面談」に重点を置き、トレー

ニングを通じてその技法を取

得する。 

４５

課長補佐職員研修 

平成２１年度中

に５級に昇格し

た職員 

監督者の立場で、業務上発生す

るリスクへの対処方法や予防

措置について学ぶ。併せて法令

遵守について認識を新たにし、

倫理観の高い組織づくりを目

指す。 

３７

課長級職員研修 

平成２１年１０

月及び平成２２

年４月に６級に

昇格した職員 

管理監督者の責務・役割を再認

識するとともに、個人が内面に

持つ可能性を引き出し、やる気

と成長を支援し、真に自発的な

職員を育成するコーチングの

手法修得を図る。 

２１

課長級職員Ⅱ研修 
課長級の職にあ

る職員 

マネジメントの全体像から、管

理者としての責務・役割を再認

識し、「目標によるマネジメン

ト」の理論とその技術を体系的

に習得することにより、管理能

力を高める。 

３０

人事評価 

（新任評価者）研修 

新たに人事評価

システムの評価

者となった職員 

人事評価システムの実践にあ

たり、適正な評価・運用につい

て学ぶ。 
４４
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人事評価 

（フォロー）研修 

担当主査以上の

職にある職員 

人事評価システムの本格実施

にあたり、適正な評価と運用に

ついて事例を通して学ぶ。 

３１６

技能・労務職員 

（公務員倫理）研修 

行 政 職 給料表

(2)適用職員 

行政組織の社会的責任という

座標軸から求められるコンプ

ライアンスの必要性と職務遂

行上の倫理を具体例から解明

し、行政職員の責務と求められ

る行動とを再認識する。 

１７

転任者研修 

平成２２年４月

１日付けで一般

行政職員に転任

した職員 

人事評価システムの本格実施

にあたり、適正な評価と運営に

ついて事例を通して学ぶ。 ５

 

任期付職員研修 

平成２２年４月

２日以降に採用

の任期付職員 

地方公務員としての自覚と意

識の確立を図るとともに、市職

員として必要な基礎的知識を

修得する 

９

 

非常勤嘱託職員（接

遇・公務員倫理）研修 

非常勤嘱託職員

のうち本研修の

受講を希望する

者 

公務員倫理を学ぶことにより

行政職員の責務と求められる

行動を認識するとともに、住民

対応の方法を修得する。 

１３

 

別表第２ 一般研修の実施状況（特別研修）               （単位：人） 

 研 修 名 称 対   象 目        的 修了者

特 
 
 

別 
 
 

研 
 
 

修 

   

目標によるマネジメン

ト研修 
課長級職員 

マネジメントの全体像から、

管理者としての責務・役割を

再認識し、「目標によるマネジ

メント」の理論とその技術を

体系的に習得することによ

り、管理能力を高める。 

３０

目標によるマネジメン

ト（フォロー）研修 
課長級職員 

マネジメントの全体像から、

管理者としての責務・役割を

再認識し、「目標によるマネジ

メント」の理論とその技術を

体系的に習得することによ

り、管理能力を高める。 

２９



 

25 

部下育成のための面談

技法研修 

必要とする職員

(担当主査以上)

管理監督者として「目標管理」

の概要と目的を知り、その中で

も目標設定の考え方と方法を学

ぶ。また、部下育成という大き

な枠組みの中でも、とりわけ「面

談」に重点を置き、トレーニン

グを通じてその技法を習得す

る。 

４５

 

自治体職員のための企

業経営と会計研修 

必要とする職員

(採用６年目～

９年目職員選択

必修科目) 

 

 

 

自治体経営に必要となる会計的

基礎知識を習得する。 
２７

管理職特別（危機管理）

研修 
課長職 

自治体で発生しうる事案をテー

マに設定し、模擬記者会見の体

験を通して、危機が発生した際

の知識及び考え方を習得する。 

５

政策法務研修 

必要とする職員

(採用６年目～

９年目職員選択

必修科目) 

政策を実現するために必要な条

例制定能力、法解釈能力等の向

上を図る。 １４

政策財務研修 

必要とする職員

(採用６年目～

９年目職員選択

必修科目) 

事業コストの見直し、歳出の見

直し、財務情報の公開、市民負

担のあり方の再構築など「政策

を実現するための財務管理の手

法」を総合的に学ぶことで、政

策財務能力の向上を図る。 

２１

行政法の基礎及び行政

争訟法研修 
必要とする職員

行政争訟に係る法令についての

知識を習得し、実例を参照しな

がら理解を深めて、訴訟等法的

な問題への対応能力の向上を図

る。 

２０

企画力開発研修 必要とする職員

行政企画の基本となる知識の習

得と企画立案能力の向上を図

る。 
１９

接遇指導員研修 接遇指導員 

接遇指導員として自らの接遇ス

キルを再確認するとともに、職

場での指導方法の習得を図る。 

２４

 

行政職員のための実用

文書 

 

必要とする職員

 

活字によるプレゼンテーション

能力の向上を図る。 
３８

プレゼンテーション 

研修 

必要とする職員

(採用２年目～

４年目職員選択

必修科目) 

プレゼンテーションについて基

礎から実践までを体系的に学

び、自分の考えを相手に正しく

伝える説明能力の向上を図る。 

２０
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コミュニケーション

（アサーション）研修 

必要とする職員

(採用２年目～

４年目職員選択

必修科目) 

自分の意見や考え、要求などを

率直かつ適切に伝える方法を習

得し、コミュニケーション能力

の向上を図る。 

２８

コミュニケーションセ

ンスアップ研修 

必要とする職員

(採用６年目～

９年目職員選択

必修科目) 

仕事をスムーズに進めるために

必要不可欠な、コミュニケーシ

ョン能力の向上を図る。 
１４

クレーム対応研修 

必要とする職員

(採用６年目～

９年目職員選択

必修科目) 

クレームの重要性を認識すると

ともに、要望等に対する受け方、

答え方、解決の方法等クレーム

への対応を習得する。 

１６

説明能力向上研修 
主幹の職にある

職員 

説明責任を果たすために必要な

プレゼンテーションの知識・技

術を習得し、表現力・説得力の

向上を図る。 

１６

財務事務研修 

必要とする職員

(採用２年目～

４年目職員選択

必修科目) 

予算に対する基本的な考え方、

予算の分類、予算の編成から成

立までの流れなど財務事務に関

する基本的な知識を習得する。 

３０

法制執務研修 

必要とする職員

(採用２年目～

４年目職員選択

必修科目) 

条例等の制定、改廃に関する基

礎的事項を学ぶことにより、実

務におけるスキルアップを図る

とともに、「法的なものの見方、

考え方」を養い、法適用能力の

向上を図る。 

２２

契約・財務会計研修 

各課担当主査以

上の職にある職

員 

契約手続き及び財務会計の事務

処理に関する事項を確認するこ

とにより、契約・財務会計事務

執行能力の向上を図る。 

７７

認知症サポーター養成

研修 
必要とする職員

市職員として認知症の病気を正

しく理解することにより、市民

サービスにその知識を活かすと

ともに、職員自身やその家族に

ついても本研修の知識を役立て

てもらう。 

３５

障害者の職場体験事業

に関する研修 
必要とする職員

就労支援活動として実施してい

る障害者の職場体験事業の効果

を高めるため、職員１人ひとり

の障害に対する理解を深める。 

－
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タイムマネジメント研

修 

必要とする職員

(採用２年目～

４年目職員選択

必修科目) 

時間管理における意識改革、目

標設定と達成の方法、仕事の進

め方、時間活用の方法、人間関

係の改善などを習得する。 

３２

キャリアデザイン研修 採用５年目職員

キャリア設計や能力開発の主体

は職員個人にあることを認識

し、変革の時代に対する意識づ

くりを図る。 

３３

新採用職員職場指導員

研修 

新採用職員の現

場指導員 

新採用職員の職場指導員が、自

らの役割を認識するとともに職

場での指導方法の習得を図る。 

３７

広域合同 

（平塚市）研修 
採用２年目職員

まちづくりと住民参加における

行政の役割や責任を明らかに

し、そのためのシステムづくり

やパートナーシップのとり方な

どを、フィールドワークやグル

ールワークによるシミュレーシ

ョンを通して学ぶ。 

１６

広域合同 

（藤沢市・寒川町） 

研修 

採用１０年目職

員 

職場風土の違う職員同士が意見

交換を行うことにより、幅広い

視野と広域的な行政感覚を身に

つける。 

１４ 

 

イ 派遣研修の実施状況                     （単位：人） 

派     遣     先 講 座 数 派遣人数

自治大学校 １ １

市町村職員中央研修所（市町村アカデミー） ８ １１

全国市町村国際文化研修所（国際文化アカデミー） １ ２

神奈川県市町村振興協会市町村研修センター ３９ ２５２

神奈川県都市整備技術センター  １２ ３１

国土交通大学校  ３ ３

神奈川県県土整備部 １ ３

その他各種団体 １８ １８

   

ウ 職場研修の実施状況 

   (ｱ) 職場研修支援 

      新採用職員職場指導員制度 

      接遇指導員制度 
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   (ｲ) 各職場での職場研修 

 

エ 自己啓発 

   (ｱ) 国内行政視察 

他都市の行政制度等の実態を具体的に調査することで、職員の能力開発と行

政水準の向上を図ることを目的として実施しました。 

派遣人数 ①２人 ②２人 

視 察 先 ①京都市 北名古屋市 ②新潟市 富岡市 

課 題 等  

①大震災時における火災場所の迅速な覚知方法（高所見張り）水利の少ない地域

における初期消火用の防災井戸の利用 

②市町村設置型合併処理浄化槽事業の導入の経緯、公共下水道事業との比較、問

題点 

   (ｲ) 自主研究グループ  

職員が自主的にグループを結成し、勤務時間外に研究活動を行っています。      

グ ル ー プ 名 テ  ー  マ 人数 

ちがさきの子育てを考える会 

茅ヶ崎市が、子育てしやすい、

快適な環境となるよう研究す

る。 

１０人

れんが工房 
次世代を担う職員となるため

に必要な能力向上 
１０人

ＰＭＰ＠ＣＦＤ 
新たな消防技術及び知識を得

るための調査研究 
１２人

ＤＲＥＭＥ ＫＯＭＥ ＴＲ

ＵＥ！ 

茅ヶ崎市の農業活性化策につ

いての調査研究 
６人

 

(4) 職員の勤務成績の評定制度の概要（平成２２年度） 
職員が職務遂行にあたり発揮された能力・意欲態度について、毎年評価を行います。

また、個々の職員が年度初めに年間目標を設定し、その達成プロセスと結果を評価す

るという目標管理型の業績評価を実施しています。 

管理職については本格実施しており、勤勉手当及び昇給へ反映させています。管理

職以外の一般行政職員については、評価結果を職員の異動等の資料として活用してい

ます。 

 

 

７ 職員の福祉及び利益の保護の状況 
 

(1) 共済組合の短期給付及び長期給付の概要 
   茅ヶ崎市の常勤職員は、神奈川県市町村職員共済組合に加入して、短期・長期給付

を受けることができます（栄養士、教育施設業務員、学校給食調理員等一部の職員は

公立学校共済組合に加入しています。）。 
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神奈川県市町村職員共済組合は、常時勤務する職員を組合員として組織される団体

で、職員からの掛金と地方公共団体からの負担金等により運営されています。 

 

ア 短期給付 

法定給付 

保健給付 病気、負傷等の場合に支払われる給付 

休業給付 育児休業等の場合に支払われる給付 

災害給付 災害等に支払われる給付 

法定外給付 附加給付 法定給付以外の給付 

   

イ 共済組合の長期給付（厚生年金相当部分及び職域年金相当部分） 

退職給付 退職共済年金 
原則として、組合員期間などが２５年以上で、かつ、

６０歳以上であるときに支給 

障害給付 

障害共済年金 
在職中に初診日のある病気やケガにより、一定程度の

障害の状態になったときに支給 

障害一時金 
公務によらない病気やケガで退職した場合に軽度の

障害の状態にあるときに支給 

遺族給付 遺族共済年金 在職中または退職後に死亡したときに支給 

 

ウ 国民年金からの給付（基礎年金） 

老齢基礎年金 
保険料納付期間などが２５年以上ある人が６５歳になったときに

支給 

障害基礎年金 

初診日前に保険料納付済期間などが加入期間の３分の２以上ある

人が、障害等級１級または２級に該当する障害になったときに支

給 

遺族基礎年金 

被保険者または老齢基礎年金受給権者が死亡したときで、その人

に扶養されていた１８歳の最初の３月３１日までの間の子がいる

などのときに支給 

 

(2) 共済組合の福祉事業の概要 

     共済組合は、福祉事業として、職員（組合員）の健康保持・疾病予防事業等の保健・

保養及び教養に資する事業、宿泊事業、住宅貸付等の貸付事業、貯金事業、物資の斡旋
あっせん

事業等職員の福祉のための事業を行っています。 

保健等事業 
人間ドック等の補助金、特定健康診査事業、委託保養所の利用

助成券の配布等 

貸付事業 普通貸付、住宅貸付、災害貸付、高額医療貸付、入学貸付等 

貯金事業 給料から控除による貯金 
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物資の斡旋
あっせん

事業 自動車代金の立替払をし、割賦により職員から返済を受ける。

 

(3) 公務災害補償の概要と実施状況 
   公務（通勤）において、災害が発生し、職員が傷病を受け、又は死亡した場合には、

地方公務員災害補償基金から一定の補償がなされます。        （単位：件） 

区   分 
平成２２年度 平成２１年度 

傷 病 死 亡 傷 病 死 亡 

通勤災害 
新規認定件数 ７ －  ５ － 

補償件数 ７ －  ５ － 

公務上の災害
新規認定件数 ３１ － ２５ － 

補償件数 ３１ － ２５ － 

計 
新規認定件数 ３１ － ３０ － 

補償件数 ３１ － ３０ － 

 

(4) 職員の健康診断等の概要 
ア 労働安全衛生法に基づき、職員の定期健康診断を実施しています。健診結果配付

時には保健師及び職員健康管理嘱託員による面談を行い、職員の健康管理を支援し

ています。 

イ 適正な執務環境の実現に向けて、安全衛生委員会と職場巡視を実施しています。 

 

(5) メンタルヘルスへの対応状況 
ア 毎月第２・第５火曜日に精神科医による産業医面談を実施し、職員の職務復帰を

支援しています。 

イ 経験豊富な臨床心理士によるカウンセリングを月４回実施し、職員の心の健康管

理を支援しています。。 

ウ 毎月１回、臨床心理士を講師としたメンタルヘルスケア研修を実施しています。

平成２３年度は、３０代で一定の職務経験を有する職員を対象として、メンタル

ヘルス不調への気づきに主眼を置いた研修を実施しています。エ 職員一人ひと

りが心の健康状態を知り、セルフケアができるよう、全職員を対象に年 1回メン

タルヘルスの質問紙調査を実施しています。 

 

(6) セクシャルハラスメントへの対応状況 
職員の相談窓口を設置し、随時相談を受け付けています。相談を受けた場合は、必

要に応じて所属長等と連携して対応しています。 

 

(7) その他職員福祉のための独自の制度の概要 
 市からの委託料を基に実施されている事業としては、以下の３つです。（平成２２

年度実績） 



 

31 

ア 職員の健康管理のため人間ドック助成 

（利用人数６０７人 利用金額５，９５５，２９０円） 

イ 職員の元気回復のため保養施設利用への助成（利用人数５，８５７人 利用金額

１６，９９４，５００円） 

ウ 職員の元気回復のため湘南６市役所大会・囲碁将棋大会への参加及び各体育部・

文化部への活動助成（金額２，３９１，９２０円） 

 

 

８ 公平委員会の業務の状況（措置要求及び不服申立て） 
 

(1) 勤務条件に関する措置要求制度の概要と状況 
   職員は、給与等勤務条件に関して公平委員会に当局が適当な措置を講じるよう要求

することができます。                       （単位：件） 

平成２２年度 

当初係属件数 

新規要求 

件  数 

処 理 件 数 平成２２年度

末係属件数 認 容 棄 却 却 下 取下げ 合 計 

０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ 

 

(2) 不利益処分に関する不服申立制度の概要と状況 
     職員は、懲戒その他その意に反する不利益な処分に関して公平委員会に不服の申立

てをすることができます。                     （単位：件） 

平 成 ２２

年度当初

係属件数 

新 規

申立て

件 数

処 理 件 数 平成２２

年度末係

属件数 

処 分 

取消し 

処 分

修 正
棄 却 却 下 取下げ 合 計 

０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ 
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